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東郷町イメージキャラクター『トッピィ』のデザイン及び愛称の使用基準 

「トッピィ」の使用に際しては、東郷町イメージキャラクターのデザイン画、着ぐ

るみの写真、映像又は動画及び名称の使用に関する要綱（平成２４年東郷町要綱第４

７号）を確認してください。 

 

１ 「トッピィ」のデザイン画、着ぐるみの写真、映像及び動画（以下「イラスト等」

という。）並びに名称（以下「愛称」という。）を使用するときは、東郷町企画部企

画情報課（以下「企画情報課」という。）にイラスト及び愛称使用許可申請書（別添

（様式第１））を必ず提出し、使用の許可を受けてください（使用許可書を交付しま

す。）。 

  なお、「トッピィ」のイラスト等を使用する物件（以下「使用物件」という。）の

製作を他の者に請け負わせる場合は、「東郷町イメージキャラクターのイラスト等及

び愛称を使用した請負物件の製作に係る著作権等の法的取扱いについて」（様式（第

６ その１又はその２））を提出してください。 

２ 使用については、次の事項を守ってください。 

① イラスト等及び愛称の使用許可を受けた目的並びに用途以外には、使用しない

でください。 

② 原則として、別添「『トッピィ』ポーズ集」のイラストを使用してください。 

③ イラスト等の使用に際し、その表情、態様等の全部又は一部を変更、加筆、変

形若しくは切り離して使用しないでください。 

④ イラスト等の色は白黒以外で使用する場合は、基本デザインの配色としてくだ

さい。 

⑤ １つの物件ごとに「トッピィ」の正面（左右両サイドの葉っぱが完全に見える

状態であれば斜めであっても可）を必ず使用してください。 

（背面及び側面のみの使用はできません。） 

⑥ 「東郷町イメージキャラクター トッピィ」という文字を「トッピィ」のイラ

スト等の付近に表示してください。 

⑦ イラスト等を使用した物件の本体又は物件の包装、広告若しくはタグ（単に、

配布又は頒布するチラシの類を除く。）に「©２０１２東郷町 トッピィ（使用管

理番号）」若しくは「©２０１２ｔｏｇｏ ｔｏｗｎ ｔｏｐｐｙ（使用管理番

号）」を必ず表示すること。  

⑧ 使用許可に係る権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないでください。 

⑨ 商標法（昭和３４年法律第１２７号）による商標登録及び意匠法（昭和３４法

律第１２５号）による意匠登録を行わないでください。 

⑩ 条件が付けられた場合は、その条件に従って使用してください。 

⑪ 使用物件の性質等により、本基準により難い場合は、企画情報課に相談してく

ださい。（基準に係る例外については、後述してあります。） 

⑫ 不明な点は、企画情報課に協議してください。 



 

  

許 可 
不許可 

もう一度企画情報課と調整し、使用

基準を満たして再提出ください。 使用物件の製作 

外部業者に製作を依頼する場合

（請負等）は、製作を開始する前

にイラスト等の濫用・転用等を防

止するため※様式第６（その１又

はその２）を提出してください。 

使用目的などをまとめ、企画情報課に事前にご相談ください。 

使用許可申請書（様式第１）を企画情報課に提出してください。 

（使用物件の案を添付してください。） 

提出書類に基づき審査し、その結果を申請者に通知します。 

「トッピィ」イラスト等の使用を希望する場合の基本フロー 

使用物件が完成した日から１４日以内に完成報告書（様式第４）及び完成

物件を企画情報課に提出してください。 

事前相談 

申 請 

審 査 

完 成 

※ 東郷町イメージキャラクターのイラス

ト等及び愛称を使用した請負物件の製作

に係る著作権等の取扱い（様式第６） 



  
東郷町イメージキャラクター 

トッピィ 

≪「トッピィ」基本デザイン画≫ 

     正面             背面          側面 

 

 

≪使用できない例≫ 

 変更（一部を削除）                部分使用（例：頭部） 

 

 

 加筆              吹き出し 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

東郷町イメージキャラクター 
トッピィ 

東郷町イメージキャラクター 
トッピィ 

東郷町イメージキャラクター 
トッピィ 

東郷町イメージキャラクター 
トッピィ 

東郷町イメージキャラクター 
トッピィ 

・ ・ ・ ・

・・・・ 

 ・ ・ ・

」¥¥ （次の表現が含まれなけ

れば可） 

・個人商店・企業等の 

名称、商品名 

・政治・宗教・信条・差

別など 

・誹謗・中傷など 

・意見・提案など 

・頭部のみで使用することはできません。 

・オール及びトリさん（トッピィの付近にいる白

い鳥）の不使用は可能です。 



 

縦横の比率の変更 

 

 

 

 

 

 

 

重ね合わせ 

 

 

 

≪例外的に使用できる場合≫ 

【重ね合わせの例外】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東郷町イメージキャラクター 

東郷町イメージキャラクター 
トッピィ 

東郷町イメージキャラクター 
トッピィ 

 

 
東郷町イメージキャラクター 

トッピィ 

「トッピィ」のデザイン画に「トッピィ」

以外のイラストが重なっていますが、周辺

のイラストも含めて１つの作品となってい

るため、重ね合わせには当たりません。 

「トッピィ」のイラスト等を縮小又は拡

大して使用する場合、縦横の比率を変更

しないでください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【「東郷町イメージキャラクター トッピィ」の表示の例外】 

  例１（１つの使用物件に複数の「トッピィ」を使用する場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１つの使用物件の中に複数の「トッ

ピィ」のイラスト等が使用されてい

る場合、使用するイラスト等の付近

いずれか１か所に「東郷町イメージ

キャラクター トッピィ」と表示す

ることができます。 

 

 

「トッピィ」のイラスト等に重ね合わせがあ

る場合、重なりの状態で判断するため、企画

情報課に相談してください。 

 



  例 2（衣類、タオル等に「トッピィ」を使用する場合） 

 

 

 

  

 

 

○ 

イラスト等のみの場合には、「東郷町イ

メージキャラクター トッピィ」の表

示は必要ありません。 

× 

「トッピィ」の表示は、別添「『ト

ッピィ』ロゴ一覧」から使用してく

ださい。 

 

 

東郷町○○協会 

 

○ 

東郷町○○協会 

 

 

 

 

「東郷町○○協会」の表示が衣類に

ある場合は、「トッピィ」を表示す

る必要があります。 



 例３（ぬいぐるみ等に「トッピィ」を使用する場合） 

 

 

  

 

○ 

イラスト等のみの場合には、「東郷町イ

メージキャラクター トッピィ」の表

示は必要ありません。 

× 

「トッピィ」の表示は、別添「『ト

ッピィ』ロゴ一覧」から使用してく

ださい。 

○ 

    

 

 

 

他のキャラクター等が表示されてい

る場合は、「トッピィ」を表示する

必要があります。 

じゅんかいくん 

じゅんかいくん 

  

 

 

 

 



様式第１（第３条関係） 

イラスト等及び愛称使用許可申請書 

年  月  日 

 東郷町長       様 

                  申請者 住所 

                 （使用者） 

                  氏名又は団体名 

                  代表者            印 

                           

  東郷町イメージキャラクターのイラスト等及び愛称を使用したいので、下記のと

おり申請します。 

記 

※添付書類等 使用概要等がわかる見本、デザイン、企画書等 

  

使用目的  

使用物件の区分、 

名称及び数量 

⑴ 区分（いずれかに○） 

ア 紙類印刷物 

イ 物品製造物 

⑵ 物件の名称（品名等） 

   

⑶ 数量 

   

使用期間 年  月  日から   年  月  日まで 

使用概要（何に、どのよ

うに使用するのか記載し

てください。） 

 

販売の有無 有（      円）  ・  無 

使用物件の完成予定日 年  月  日 

連絡先 

担当者名  

電話番号  

Ｅメール   



様式第２（第４条関係） 

                            第     号 

使用管理番号 

                            年  月  日 

        様 

                      東郷町長        印 

イラスト等及び愛称使用（変更）許可書 

     年  月  日付けの申請ついては、下記のとおり許可します。 

記 

使用者の住所

及び氏名又は

団体名 

住所 

氏名（団体名） 

使用目的 
 

使用物件 
品名等 

使用期間 年  月  日から  年  月  日まで  日間 

許可条件 
 

遵守事項 

⑴ イラスト等及び愛称の使用許可を受けた目的及び用途以外に使
用しないこと。 

⑵ イラスト等の使用に際し、その表情、態様等の全部又は一部を
変更、加筆、変形若しくは切り離して使用しないこと。 

⑶ １の使用物件において正面を必ず使用すること。 
⑷ 「東郷町イメージキャラクター トッピィ」をデザインの付近
に必ず表示すること。 

⑸ イラスト等を使用した物件の本体又は物件の包装、広告若しく
はタグ（単に、配布又は頒布するチラシの類を除く。）に「©２０
１２東郷町 トッピィ（使用管理番号）」若しくは「©２０１２ｔｏ
ｇｏ ｔｏｗｎ ｔｏｐｐｙ（使用管理番号）」を必ず表示するこ
と。 

⑹ 使用許可に係る権利を第三者に譲渡し、又転貸しないこと。 
⑺ 商標法による商標登録及び意匠法による意匠登録を行わないこ
と。 

⑻ 使用物件の完成の日から１４日以内に、「イラスト等及び愛称使
用物件完成報告書」（様式第４）（以下「報告書」という。）を完成
した使用物件等とともに提出すること。 

⑼ 「東郷町イメージキャラクター製作に係る著作権等の法的取扱
いについて」（様式第６）を提出すること。 

⑽ 使用物件の製作等を他の者に請け負わせる場合は、報告書に製
作の請負契約書の写し等を添付すること。 

 

  



様式第３（第５条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

       様 

 

 

東郷町長         印 

 

イラスト等及び愛称使用不許可決定通知書 

    年  月  日付けの申請ついては、下記の理由により不許可としましたの

で通知します。 

 

記 

 

 不許可の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  



様式第４（第６条関係） 

 

イラスト等及び愛称使用物件完成報告書 

年  月  日 

 東郷町長      様 

申請者 住所 

（使用者）               

 

氏名又は団体名             

 

代表者               印 

 

     年  月  日付け  第  号（使用管理番号      ）で許可さ

れた使用物件の完成について、下記のとおり報告します。 

記 

該当 

（いずれか

に○） 

提出等内容 備考 

 完成物件 各１部 

 

 
完成物件の提示及び完成物件を写した写真

の提出 

 
完成物件を写した写真その他参考となる資

料の提出 

 

完成物件の提出又は提示が困難な場合の理

由（該当に○） 

ア 当該物件が巨大なため  

イ 当該物件の数が多いため 

ウ その他（           ） 

 

  

連絡先 

担当者名 

電話番号 

Ｅメール 



様式第５（第７条関係） 

イラスト等及び愛称使用許可変更申請書 

 

年  月  日 

 

 東郷町長       様 

 

                  申請者 住所 

（使用者） 

                      氏名又は団体名 

 

                      代表者 

                           

      年  月  日付け 第   号（使用管理番号     ）で許可さ

れた内容の変更について，下記のとおり申請します。 

記 

 

変更内容 変更前 変更後 

   

   

   

   

   

 ※ 変更内容の欄は、許可書に記載された事項のうち、変更に係るものを記入して

ください。 

 ※ 添付書類等変更後の使用概要がわかる見本、デザイン、企画書等 

  

連絡先 

担当者名 

電話番号 

Ｅメール 



様式第６（その１）（第６条関係） 

 

東郷町長 殿 

 

   東郷町イメージキャラクターのイラスト等及び愛称を使用した物 

件の製作に係る著作権等の法的取扱いについて 

平成  年  月  日付け   第  号（使用管理番号     ）で許可を

受けた使用物件の製作における著作権等の法的取扱いについて下記のとおり遵守しま

す。 

記 

１ 許可を受けた使用物件の製作に係る成果物（以下「成果物」という。）の全ての著

作権（著作権法第２７条及び第２８条を含む一切の権利）については、全て東郷町

に帰属すること。 

２ 成果物の商標登録及び意匠登録を行わないこと。 

３ 成果物の著作者としての人格権（公表権、氏名表示権、同一性保持権等）を行使

しないこと。 

４ 成果物に使用した東郷町イメージキャラクターのイラスト等及びその愛称を転貸

し、又は転用しないこと。 

５ 東郷町イメージキャラクターのイラスト等の表情、態様等の全部又は一部を変更、

加筆、変形若しくは切り離して使用しないこと。 

６ 成果物に使用した東郷町イメージキャラクターのイラスト等のデータは、使用後

に削除すること。 

７ 請負物件の製作に当たり東郷町イメージキャラクターのイラスト等を下記以外の

者に取り扱わせる必要がある場合は、上記の事項を遵守させるとともに、その旨を

町に申し出ること。 

 

 平成  年   月   日 

              申請者又は使用者 

 住  所 

                  氏  名 

（法人名等）          印 

製作者（請負者） 

住  所 

                  氏  名 

（法人名等）          印 



様式第６（その２）（第６条関係） 

 

東郷町長 殿 

 

   東郷町イメージキャラクターのイラスト等及び愛称を使用した請 

負物件の製作に係る著作権等の法的取扱いについて 

 

年  月  日付けで発注者        から請け負った東郷町イメー

ジキャラクターの       の製作における著作権等の法的取扱いについて下記

のとおり遵守します。 

 

記 

 

１ 東郷町イメージキャラクターの       の製作に係る成果物（以下「成果

物」という。）の全ての著作権（著作権法第２７条及び第２８条を含む一切の権利）

については、全て東郷町に帰属すること。 

２ 成果物の商標登録及び意匠登録を行わないこと。 

３ 成果物の著作者としての人格権（公表権、氏名表示権、同一性保持権等）を行使

しないこと。 

４ 成果物に使用した東郷町イメージキャラクターのイラスト等及びその愛称を転貸

し、又は転用しないこと。 

５ 東郷町イメージキャラクターのイラスト等の表情、態様等の全部又は一部を変更、

加筆、変形若しくは切り離して使用しないこと。 

６ 成果物に使用した東郷町イメージキャラクターのイラスト等のデータは、使用後

に削除すること。 

７ 請負物件の製作に当たり東郷町イメージキャラクターのイラスト等を下記以外の

者に取り扱わせる必要がある場合は、上記の事項を遵守させるとともに、その旨を

町に申し出ること。 

 

     年   月   日 

                 

              製作者（請負者） 

住  所 

                  氏  名 

（法人名等）          印 


